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理

由

去
る
九
月
、
尖
閣
諸
島
沖
で
領
海
侵
犯
を
し
た
中
国
漁
船
が
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
体
当
た
り
を
し
た
事
件
は
、
馬
淵
国
土

交
通
大
臣
の
事
件
処
理
に
関
す
る
対
応
や
我
が
国
周
辺
海
域
に
お
け
る
海
上
保
安
体
制
に
つ
い
て
多
く
の
国
民
に
不
満
と
不
安

を
生
じ
さ
せ
た
。

政
府
は
、
事
件
の
一
部
始
終
を
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
再
三
、
全
面
公
開
の
要
求
を
拒
否
し
て
き
た
も
の
の
、
一
人
の

海
上
保
安
官
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
れ
、
国
民
は
事
件
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
政
府
の
大
失
態
で

あ
る
。

本
来
な
ら
、
中
国
漁
船
の
危
険
な
衝
突
行
為
は
、
映
像
の
公
開
に
よ
っ
て
、
そ
の
詳
細
を
国
民
や
諸
外
国
に
、
我
が
国
に

と
っ
て
、
如
何
に
不
当
な
事
件
で
あ
っ
た
か
を
周
知
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

公
開
に
つ
い
て
、
馬
淵
大
臣
は
検
察
当
局
、
海
上
保
安
庁
が
刑
事
訴
訟
法
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
判
断
さ
れ

た
と
委
員
会
等
で
答
弁
し
て
い
る
が
、
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
で
あ
り
、
自
ら
の
職
責
を
放
棄
し
た
責
任
逃
れ
で
あ
る
。



こ
の
ビ
デ
オ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
海
上
保
安
庁
の
あ
ま
り
に
も
ず
さ
ん
な
管
理
は
あ
き
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
事
件
の

映
像
は
、
政
府
が
裁
判
前
の
証
拠
物
件
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
公
開
を
拒
否
す
る
国
会
答
弁

を
し
な
が
ら
、
長
期
間
、
広
島
県
の
海
上
保
安
大
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
に
保
管
さ
れ
、
海
上
保
安
官
な
ら
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能

で
あ
っ
た
。

今
回
の
ネ
ッ
ト
流
出
は
撮
影
し
た
海
上
保
安
庁
か
ら
で
あ
り
、
同
庁
の
情
報
管
理
体
制
の
不
備
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
映
像
流
出
を
し
た
海
上
保
安
官
が
上
司
に
告
白
を
し
た
際
に
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
と
馬
淵
大
臣
の
間
で
、
そ
の
情
報

の
や
り
取
り
に
つ
い
て
、
委
員
会
質
疑
で
、
双
方
あ
や
ふ
や
な
答
弁
を
繰
り
返
し
た
。
全
く
責
任
を
感
じ
て
い
な
い
言
語
道
断

の
対
応
で
あ
る
。

映
像
を
流
出
さ
せ
た
海
上
保
安
官
の
行
為
は
、
公
務
員
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
国
家
秩
序
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
だ
が
、

常
に
身
を
挺
し
て
海
上
警
備
を
担
当
す
る
保
安
官
が
止
む
に
止
ま
れ
ず
に
法
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
上
に
立
つ

国
土
交
通
大
臣
の
事
件
に
対
す
る
誠
意
の
な
い
対
応
に
接
し
て
、
現
場
に
い
る
保
安
官
の
士
気
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
こ
と
に

不
安
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
海
上
保
安
庁
を
所
管
す
る
馬
淵
大
臣
の
責
任
は
大
で
あ
る
。

一
方
、
八
ッ
場
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
副
大
臣
以
来
一
貫
し
た
政
策
を
進
め
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
迷
走
を
続
け
た
揚
げ
句
、

十
一
月
六
日
建
設
現
場
を
視
察
し
て
、
「
今
後
、
中
止
の
方
向
性
に
は
一
切
、
言
及
し
な
い
。
予
断
を
も
た
ず
に
検
証
す
る
」

と
発
言
さ
れ
た
が
、
建
設
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
さ
ら
に
混
乱
を
与
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
ダ
ム
建
設
を
理
解
し
、
工
事
に
協
力
し
て
、
先
祖
伝
来
の
土
地
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
現
地
住
民
に
、
前



原
中
止
宣
言
か
ら
こ
の
一
年
余
の
迷
走
を
何
と
説
明
す
る
の
か
。
そ
し
て
長
い
間
の
ご
労
苦
に
真
摯
に
詫
び
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
八
ッ
場
ダ
ム
は
関
東
地
方
に
水
道
水
や
工
業
用
水
を
供
給
す
る
役
割
を
持
ち
、
工
事
費
を
負
担
し
て
き
た
関
東
六
都
県

に
も
納
得
の
い
く
説
明
を
す
べ
き
で
あ
る
。

馬
淵
大
臣
の
検
証
発
言
は
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
強
引
な
建
設
中
止
の
事
実
上
の
撤
回
と
受
け
止
め
る
。

政
権
を
担
っ
て
一
年
余
、
民
主
党
の
選
挙
公
約
に
如
何
に
無
理
が
あ
る
か
、
よ
う
や
く
理
解
し
、
自
ら
の
非
を
認
め
た
結
果

で
あ
る
。
問
題
は
公
約
の
策
定
過
程
で
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
必
要
性
や
現
地
住
民
の
思
い
を
徹
底
的
に
検
証
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
だ
。

今
回
の
方
針
変
更
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
一
貫
し
た
考
え
に
よ
る
政
策
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
思
い
つ
き
の
公
約
を

掲
げ
て
選
挙
で
訴
え
た
こ
と
を
深
く
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

地
位
が
替
わ
っ
て
簡
単
に
政
策
転
換
を
す
る
こ
と
は
住
民
無
視
で
あ
り
、
現
地
住
民
の
生
活
、
将
来
の
人
生
設
計
を
翻
弄
さ

せ
た
馬
淵
大
臣
の
検
証
発
言
は
無
責
任
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

国
土
交
通
大
臣
と
し
て
の
重
責
を
全
う
で
き
な
い
馬
淵
澄
夫
君
の
問
責
決
議
案
を
提
出
す
る
。


